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第１部第１章第１節計画策定の背景と目的

第節第節計画策定の背景と目的計画策定の背景と目的
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・、わたしたちの住・長崎市には、まちを・り・ ・

美しい海と緑豊かな山があります。
・国 ・ に・ ・の・ ・港であった歴史と長崎港の

・ 港により・えた歴史から、・島・ ・（・ ・ 島）や大

・ ・ ・ ・ な・の世界遺産の・成資産の・かにも・国

・ ・ 豊かな文化遺産が・も・多く・ります。

また、長崎市は人・ 史・・ 目に原爆が・ ・され
たまちであり、世界中から・多くの人が・れ、平和を
・います。

これら・都市に・を・ない豊かな環境と歴史を将

来の世・に引き継・ため、長崎市では、平成11年に環

境の保全と・ ・に・けた・ ・みをすすめる「長崎市

環境・ ・ ・ ・」を・ ・しました。

また、平成12年には「長崎市環境・ ・ ・ ・」、

平成23年には「長崎市・ ・環境・ ・ ・ ・～環境を

ともに・ ・、育み、行動するまちをめ・して～」を ・ し、市民・・ ・、・ ・ 、市・ ・が・ ・

となって環境保全に・する・ ・みをすすめてきました。

その・・で、・年では・・ス・・クごみによる海・生・ ・への被・や・ ・な・の・ ・な

気・ ・ が多・し、気・ ・ 動の・ ・への・ 心の高まりとともに、・人・とりの・ ・ 的な環

境行動が求められるようになっています。

このような・ ・や・ ・ ・ ・ の・ 化を・まえ、・和12年・（2030年・）までとなる・ ・ ・

は、「地球環境」「・環・ ・ ・ 」「地・ 環境」「都市環境」「環境・・行動」・ ・において、

「豊かな環境を・り活かし、みんなで・来を切り・く」ことを・ ・に、「地球・ ・ 化・の
・ ・」と「・人・とりの環境行動の・ ・」を重・化・ ・として、「人と自然と文化が輝き続け

るまち長崎」の・ ・を目します。

また、長崎市の特・で重・的な歴史から成る「世界平和」と「文化遺産」の継・について

は、長崎市にとって・かすことのできない・ ・として、す・ての目・・の・ ・にあたって

・ ・ 的かつ・ ・ 的に・ ・みをすすめていきます。

・ 島・ ・（・ ・ 島）

平和・ ・ ・



長崎市環境・ ・ ・ ・は、「長崎市環境・ ・ ・ ・」の・ ・に・ ・き ・ するもので、・ ・ ・の・ ・

・ ・にのっとり、環境の保全と・ ・に・する・ ・ ・ ・みを・ ・ 的かつ・ ・ 的にすすめることを目的

としています。

第１部第１章第２節計画の位置づけ

第節第節計画の位置づけ計画の位置づけ

（１）環境基本・・の基本理念の実現に向けた計画（１）環境基本・・の基本理念の実現に向けた計画

長崎市・ ・ ・ ・ の・ ・ な・ ・を環境面から・ ・する・ ・と・ ・ ・けます。また、長崎市環境・

・ ・ ・の・ ・ ・ 行・ ・ である「長崎市地球・ ・ 化・ ・ 行・ ・」やその・の・ ・ ・ ・に・し、長

崎市の環境の保全と・ ・に・する・ ・みの・ ・ 的な・ ・ ・をすものです。また、・ ・の・ ・ ・ ・

・ ・ によって「続・ ・ な・ ・目・（・・・・）」の・ ・ ・ ・目・ ・ 成にもつながります。（P10・8・

「続・ ・な・ ・目・（・・・・）」との・ ・を・ ・）

（２）・・計画・環境・・・実現す・計画（２）・・計画・環境・・・実現す・計画

健全で恵み豊かな環境を将来に引き継・ためには、市民・・ ・、・ ・ 、市・ ・の・ ・ 的な・ ・み

と・ ・・・ ・が・ ・ ・です。長崎市環境・ ・ ・ ・は、・ ・ ・の・ ・と共・する目・を掲・、市民・・

・や ・ ・ のめ・す・き・ ・ ・をすことにより、市民・・ ・、・ ・ 、市・ ・が・ ・となり、続・

・な・ ・を・ ・していくための ・ となるものです。

（３）市・・・体・・・・・市役・の・・・・（３）市・・・体・・・・・市役・の・・・・
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部

長崎市・ ・ ・ ・
環境・ ・ ・ ・（国）

長崎・環境・ ・ ・ ・

長崎市

環境・ ・ ・ ・
長崎市環境・ ・ ・ ・

市民・・ ・

・ ・

市・ ・

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

長崎市地球・ ・ 化

・ ・ 行・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・・ ・みの
・ ・ ・

・ ・みの
・ ・ ・・



　「長崎市環境・ ・ ・ ・」では、環境の保全・・・ ・についての3つの・ ・ ・ ・1を・めています。

この・ ・は、・ ・で掲・る・ ・ ・ ・に・ ・き、環境の保全・・・ ・に・するを・ ・ 的かつ・

・ 的にすすめるものです。

環境がもたらす・恵は、健康で文化的な生活に・かすことのできないものです。私たちは、この

健全で恵み豊かな環境の・恵を受けるとともに、将来の世・へ・ ・に引き継いでいくよう、環境の

保全と・ ・に・り・まなけれ・なりません。

1「・ ・ ・ ・」は、環境をな・、・のように・っていくのかという行動原・を・らかにするものです。
「環境の恵・」とは、人・に・して環境が・える・ 形の・ 恵や・形のめ・みのことをいいます。

第１部第１章第３節基本理念

第節第節基本理念基本理念
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環境の・・の・・と・・に・た・・の・持

環境への・ ・の・ない続的な・ ・が・ ・ な・ ・をつくるため、市民・・ ・ や国・・・市の

・ ・ ・が・ ・し、それ・れの・ ・に・じた・ ・のもと、環境の保全と・ ・に自・的に・り・まな

けれ・なりません。

環境・の・・の・な・持続的発・・可能な・・の・・・

地球環境は、人の日・生活や ・ 活動が・ ・に・わっていることから、地球環境の保全は、

全・ ・ ・のもと・ ・ 的かつ・ ・にすすめなけれ・なりません。

・・環境・・の・・的推進

「長崎市環境・ ・ ・ ・」に・める・ ・ ・ ・

環境の恵・2の

・受と将来に

わたっての・

環境への・ ・の

・ない続的

・ ・が・ ・な

・ ・の・ ・ ・

地球環境保全の

・ ・ 的・ ・



・ ・ ・ で長崎市がめ・す将来・を「め・す環境・」としてしていま

す。この「め・す環境・」は、21世・ ・ ・を・ ・し・ ・した「長崎市環境・

・ ・ ・（平成12年3月 ・ ）」のめ・すを受け継いでいます。

長崎市の山と海に・まれた恵み豊かな自然環境と・ 人が・いてきた

・の・国・ ・あ・れる文化や平和への・いを・ 来へと引き継ぎ、将来
にわたって・ ・のあるまちをめ・します。

また、平成30年月に・ ・ ・ ・ された国の・ ・環境・ ・ ・ ・において、自然環境や地・資源な・
地・の特・を活かし、自・・・ ・ ・の・ ・を形成するという「地・ ・環共生・」の・ ・が・ ・されまし

た。長崎市においても、地・の豊かな環境を・りつつ、・生・ ・ エネルギをはじめとした地・資源を
・ 大限活・しながら、市民・・ ・、・ ・ 、市・ ・が・ ・となって・ ・ 化する気・ ・ 動な・の様な・
・に・ち・かい、「人と自然と文化が輝き続けるまち長崎」の・ ・をめ・します。

出・・・ ・環境・ ・ ・ ・の・ ・（環境・）

第１部 第１章第４節めざす環境像

第節第節めざす環境像めざす環境像
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・と・・と・・・・・続け・・・長崎

・・・環・・・

～豊かな環境を・り活かし、みんなで・ 来を切り・く～

・ 地・がその特・を生かした・みを・ ・
地・資源を活かし、自・・・ ・ ・の・ ・を形成
地・の特・に・じて・ ・し、え・う

資・・環境・



・ ・が・ ・とする地・は、長崎市全・とします。

ただし、・ ・的な・ ・みを・ ・とする・ ・については、国や・、・ ・自 ・ との・ ・を・ります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ の・で

　「続・ ・ な・ ・ のための・育」の和・。（・ ・は・）

（１）・・の範囲

・ ・の・ ・は、・ ・ ・ ・である「長崎市・ ・ ・ ・ ・ ・ 」との・ ・を・り、・和年・から・和12
年・（2030年・）までの年・とします。

（３）期間

・・環境
・ ・ ・ ・ス・出・の・ ・、気・ ・ 動・ ・、

・生・ ・ エネルギ、・エネルギ

・環・・・
・・・・・・・・・、・・・・・・、・・・・・、・・・・・・・・、

・ ・ ・の・ ・ ・ ・、・ ・ ・ ・ ・ ・ の・ ・

・・環境
大気、・ ・、水、・ ・、・ ・、・動、・ ・ 化・ ・ ・、

自然、・ ・、・ ・、・地、・地・・山・・海

・市環境
都市・ ・、都市・ ・、住環境、・ ・、

環境美化、まち・くり

環境・・・・・ ・ ・ ・ 、・・・・・・活動、・・・、人・育成

・ ・が・ ・とする環境の・ ・は、のつの・ ・に大・します。「長崎市環境・ ・ ・ ・ 」に・める
・ ・ ・ ・にのっとり、・ ・な日・生活から地球・ ・の環境まで・ ・いものとなっています。なお、長

崎市の特・で重・的な歴史から成る「世界平和」と「文化遺産」の継・については、長崎市にとって・

かすことのできない・ ・として、す・ての目・・の・ ・にあたって・ ・ 的かつ・ ・ 的に・ ・みを

すすめていきます。

（２）環境の範囲

環境・・

第１部第１章第５節計画の範囲と期間

第節第節計画の範囲と期間計画の範囲と期間
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・ ・ ・ ・ ・

・ 和年・
（2022年・）

・和12年・
（2030年・）

21世・ ・ ・
（200年・）

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・

環境・ ・ ・ ・
・ ・環境・ ・ ・ ・

めざす環境像の実現



・ ・ ・ ・の・ ・は、市民・・ ・、・ ・ 、市・ ・に・え、市外からの・ ・・・ ・ ・や・ 光・な・、長崎

市に来・するす・ての人を・ ・ものとします。

長崎市では、あら・るまち・くりの・い・が「長崎のまちをみんなでつくる」「自・たちのまちは自・

たちでよくする」という気ちを共・し、・ ・と・ ・によるまち・くりに・り・ ・ため、まち・くりの・ ・

的な考え・やルル、・ ・ ・ ・な・を・めた「長崎市よかまち・くり・ ・ ・ ・ 」を平成2年に・ ・しま
した。

環境・ ・においても、長崎市がめ・す環境の将来・を・ ・するためには、市民・・ ・、・ ・ 、市・

・がそれ・れの・たす・き・ ・を・ 解し、・ ・となって・り・んでいくことが・ ・です。

・ ・ ・ を・くち、日・生活の中ででき

る・ ・な環境行動を継続して・ ・します。

また、自 ・ や・ ・ ・ ・ の地・ ・・・・・・

の・ ・みに・ ・的に・ ・・・ ・します。

・ 活動に・う環境・ ・ を・ ・ するととも

に、ごみの・ ・、環境・ ・の・ない・ ・への・

・、・ ・ の緑化な・環境に・ ・した活動に・

り・み、続・ ・なまち・くりに貢献します。

また、・ ・ ・ ・や市・ ・ が・する環境に

・する・ ・みにも・ ・的に・ ・します。

・ ・ ・ ・ や環境の・化に・じて、・ ・となる

・ ・みや・ ・を・ ・し、・ ・ ・が環境活動に

・り・みやすい・ ・み・くりをすすめます。

また、・・して環境に・する・ ・みをすすめます。

・ ・、・ ・、・光の・には、・ ・や自・ ・、・

共交・ ・ ・ を・ ・ するな・環境にやさしい・

動・ ・を・ ・、自動・を ・𠂉 する・はエ・・・

・・に・めるな・ス・ ・・ ・ の・ ・みを・
・します。

また、ごみを出す・には長崎市のごみの・ ・

ルルを・ります。

・・・・の役割

第１部第１章第６節計画推進の主体と役割

第節第節計画推進の主体と役割計画推進の主体と役割
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市民・・ ・ ・ ・

市・ ・ ・ ・・・ ・ ・

・ 光・



・・環境

環境・ ・ ・ ・目・・め・す環境・

・
と
・
・
と
・
・
・
・
・
続
け
・
・
・
長
崎

豊
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な
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を
・
り
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か
し
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な
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を
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・
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・・・・・
の実現

第１部第１章第７節取組みの体系図

第節第節取組みの体系図取組みの体系図
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・環・・・ 資・の
・・・・

・・環境
・・な
・・環境の
・・と・・

・市環境
環境に
・・・・
・・づ・・の推進

環境・・
・
・・

環境・・・
・・の定・



・ ・目・・ ・ ・みの・

・・・・・・策の推進
・ ・ ・ ・スの・出を・ ・する・和（・出・ ・）
を・ ・します
気・ ・ 動の・ ・ に・ する・ ・ を・ ・ します

・み・・・の・と
・・・・・の推進

資源・ ・ ・ ・ ・ を・ ・します
ごみ・出・を・ ・します

・・な・・環境の
・・・・・

自然環境の保全と共生の・ ・を・ 出します
・ ・ の・ ・と・ ・を・ ・します

・・・・・の・・

・・可能・・・・の
・ ・・𤇾 の推進と
・・の・・・

・・・・・・理の推進

・・な・・環境の・・

環境・・の定・

・ ・い世・への環境・育・・ ・を・ ・します
環境・育の世・を・う・ ・を育成します

・ 生・ ・ エネルギの地産地・を・ ・します
・エネ・ ・ ・ の・ ・を・ ・します
環境と・ ・ をともに・ ・します

・ ・ ・ を・ ・に・ ・します
・ ・ ・ の・ ・ ・ をすすめます

大気環境を・ります
健全な水の・環を・ります
・ ・・・ 動のないまちをつくります

環境と・・・た
・・な・・づ・・

地・の・ ・や自然な・の・ ・を活かしたまち・くり
をすすめます
・ 全・・ 心で・ン・ク・なまち・くりをすすめます

自・ 的な環境行動を・ ・します
環境行動の世・を・う・ ・を育成します
環境行動に・けた・知・・ ・を・ ・します

第１部第１章第７節取組みの体系図
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・・環境

・・・・・の実現

地球・ ・ 化・の・ ・

・ ・ ・ ・スの・出を・ ・する・和（・出・ ・）を・ ・します

・・・・の1の・ル

・ ・に掲・る ・ ・を
なくそう

1

・ ・を・ロに

2

す・ての人に
健康と・を

3

・の高い・育
をみんなに



・・ン・
平・を
・ ・しよう



気・ ・ 動の・ ・に・する・ ・を・ ・します

・環・・・

資・の・・・・

ごみ・出・の・ ・と・・・クルの・ ・

資源・ ・ ・ ・ ・ を・ ・します

ごみ・出・を・ ・します

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・の・ ・

・ ・ ・を・ ・に・ ・します

・ ・ ・ の・ ・ ・ をすすめます

・生・ ・ エネルギの地産地・の・ ・と地・の活・化
・ 生・ ・ エネルギの地産地・を・ ・します
・エネ・ ・ ・の・ ・を・ ・します

環境と・ ・をともに・ ・します

・・環境

・・な・・環境の・・と・・

豊かな自然環境の保全・共生

自然環境の保全と共生の・ ・を・出します

・ ・の・ ・と・ ・を・ ・します

・市環境

環境に・・・・・・づ・・の推進

環境と・和した・ ・なまち・くり

地・の・ ・や自然な・の・ ・を活かしたまち・くりをすすめます

・全・・心で・ン・ク・なまち・くりをすすめます

・ ・な生活環境の・保

大気環境を・ります

健全な水の・環を・ります

・ ・・・ 動のないまちをつくります

環境・・・・・

環境・・・・・の定・

・ ・ ・ の・ 成

・ ・い世・への環境・育・・ ・を・ ・します

環境・育の世・を・う・ ・を育成します
環境行動の・ ・

自・ 的な環境行動を・ ・します

環境行動の世・を・う・ ・を育成します
環境行動に・けた・知・・ ・を・ ・します

第１部第１章第８節　「持続可能な開発目標（SDG・）」との関係

第節第節「持続可能な開発目標（SDG・）」との関係「持続可能な開発目標（SDG・）」との関係
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出・・続・ ・ な・ ・目・（・・・・）と日・の・ ・み（外・ ・）

第１部第１章第８節　「持続可能な開発目標（SDG・）」との関係
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出・・続・ ・な・ ・目・（・・・・）と日・の・ ・み（外・ ・）

第１部第１章第８節　「持続可能な開発目標（SDG・）」との関係
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